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平成２８年１１月２２日発行

茨島出張所では、雄物川下流（河口～秋田市境）・旧雄物川（雄物川分岐点から0.3km）の管理をしています

0AO

１０／２０ 本局河川部と秋田河川国道事務所、そして茨

島出張所による合同点検を行いました。

この合同点検の目的は、日頃巡視を行っている巡視員

と違った目線から巡視・点検を行うことで、より確実に

危険箇所の発見や適切な処置・確認を行うためです。

また、意見交換等により情報を共有し、改善箇所をお互

いに把握することでより今後の河川管理に生かしてい

く予定です。

新波水位観測所、新波地区改修工事現場などの点検を

行いました。

１１／６ 雄物川右岸、秋田大橋上流付近にて水防技術講習会が行われました。秋

田県、岩手県、福島県からそれぞれ消防団、市町村職員、県職員など、のべ約１００名

ほど参加いたしました。

水防技術講習会は、出水時における水防活動が円滑に実施されるよう、水防団員等

の水防秘術の向上を図り、技術的なリーダーを育成することを目的に開催されてい

ます。

講習会内容

①土のうの作り方

②ロープワーク(縄結び)

③水防工法【月の輪工】

④水防工法【シート張工】

シート張工法月の輪工法 ロープワーク(縄結び)



秋田パトラーズの皆さん、ボランティアの皆さん、ご協力ありがとうございました。

0AO

10/8 この日は風が強く、雨も降り、悪天候でしたが、たくさんのボラ

ンティアの方々が集まり、雄物川の河口のクリーンアップにご協力してく

ださりました。

一方では・・・
たくさんのボランティア団体や地域の皆さまのご協力により清掃活動が行われ、美しい雄物

川は保たれています。しかし、依然として不法投棄があとを絶ちません。今年度も警察に通報

し、処罰を受けたケースもありますが、なかなか減ることはありません。

悪質な不法投棄

(タイヤ、電子レンジなど)

不法投棄は犯罪です！

河川敷にゴミを捨てることは「河川法 第２９条第１項」で禁止

されています。また「河川法施行令第16条の4第１項の規定に違反

して、河川区域内の土地に、ゴミ・ふん尿・鳥獣の死体その他の汚物

又は廃物を捨て、又は放置した者は、３ヶ月以下の懲役又は２０万

円以下の罰金に処するとされています。

○秋田PHP友の会・・・4月17日、10月16日

○秋田小型船舶雄物川同好会・・・4月24日

○仁井田地区市民憲章推進協議会・・・4月29日

○秋田パトラーズ・・・4月29日、5月5日、10月8日

○新屋寿町南町内会・・・4月17日

○秋田ゼロックス株式会社・・・5月11日～15日、6月8日～12日、7月7日～7月9日

○株式会社 シビル設計 秋田支店・・・5月22日、7月20日、9月27日

○みちのくコンサルタント株式会社・・・5月22日、7月20日、9月27日

○一般社団法人 東北地域づくり協会 秋田支所・・・5月22日、7月20日、9月27日

○株式会社 パスク秋田分室・・・5月22日、7月20日、9月27日

○豊岩石田坂町内会・・・5月8日、9月30日

○グローリーロード会・・・5月20日

○株式会社 秋田クボタ・・・7月8日

○大和ハウス工業(株)秋田支店 大和ハウスリフォーム(株)東日本支店秋田営業所

・・・7月26日

○秋田市シルバー人材センター勝平班・・・10月19日

その他

●「２４時間テレビ」地球環境保護支援 日本をきれいにするプロジェクト 雄物川ゴミ０作戦

・・・4月24日

●雄物川流域一斉清掃・・・5月22日 計 １,４３１人


